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西部地区まちづくり協議会規約 

 

第１章 総則 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は西部地区まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称し、事務所を下関市伊崎町

一丁目 4番 30号西部公民館 1階に置く。 

（区域） 

第２条 協議会の地区の区域は、別表１のとおりとする。 

（構成員） 

第３条 協議会の構成員は、次に掲げるものとする。 

(1) 地区内に居住する者 

(2) 地区内で活動する市民活動団体等 

(3) 地区内で事業を営む者又は地区内に存する事業所に勤務する者 

(4) 地区内に存する学校等に通う者 

 

第２章 目的及び活動 

（目的） 

第４条 協議会は、構成員相互の交流と親睦を図り、人と人とのつながりを大切にし、地域の力が発

揮できるまちづくりを目指し、自主的かつ主体的に活動を行うことを目的とする。 

（活動） 

第５条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

(1) 地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動 

(2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動 

(3) 地区内外における地域交流に関する活動 

(4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動 

(5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映するための情報収集に関

する活動 

(6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動 

 (7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する活動 

 

第３章 役員 

（役員の選任） 

第６条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会  長  １名 

(2) 副 会 長  若干名 

(3) 事務局長  １名 

(4) 会  計  1名 

(5) 部 会 長  4名 

(6) 監  事  ２名 



 

２ 部会長を除く役員は、総会において選任する。 

３ 役員は相互に兼務することができない。 

（役員の任務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 事務局長は、協議会の事務局を総括する。 

４ 会計は、協議会の会計を担当する。 

５ 部会長は、担当する部を総括し、事業の企画・運営を行う。 

６ 監事は、協議会の会計及び事業を監査し、総会に監査報告する。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は 2年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（事務局） 

第９条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 

２ 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1)協議会の運営に関すること。 

(2)各部会の総括・調整に関すること。 

(3)各種事務手続きその他庶務に関すること。 

(4)その他事務局が行うこととなった事項に関すること。 

３ 事務局に事務員を置くことができる。 

４ 事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。 

 

第４章 顧問 

（顧問） 

第１０条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、総会の同意を経て会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。 

 

第５章 会議 

（会議） 

第１１条 協議会の会議は、総会、運営委員会及び部会とする。 

２ 会議は、原則公開とし、構成員は傍聴できる。ただし、会長が必要と認めた場合には、非公開と

することができる。 

 

  第６章 総会 

（総会） 

第１２条 総会は、協議会の最高議決機関とする。 

（総会の種類） 

第１３条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

 



（総会の構成） 

第１４条 総会は、代議員制とし、次に掲げる代議員をもって構成する。 

(1) 第 6条第 1項に掲げる役員 

(2) 別表２に掲げる協議会を構成する団体等から推薦された者で、各団体ごとに 2名以内 

(3) 地区に居住する市民の中から公募で選ばれた者 

２ 代議員は 70名までとし、任期は 2年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 公募による代議員の定数は 5名までとし、その選出方法については別に定める。 

（総会の開催） 

第１５条 通常総会は、毎年会計年度終了後、概ね 2か月以内に開催するものとする。 

２ 臨時総会は、会長が必要と認める場合又は代議員の３分の１以上の請求があった場合に開催する

ものとする。 

（総会の招集） 

第１６条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するには、少なくとも会議を開催する１週間前までに、会議の日時、場所及び目的を

示して、代議員に通知しなければならない。 

（総会の議長） 

第１７条 総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。 

（総会の審議事項） 

第１８条 総会は、次の事項を審議し議決する。 

 (1) 事業計画及び収支予算に関すること。 

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。 

(3) まちづくり計画の策定や見直しに関すること。 

(4) 役員の選任及び解任に関すること。 

(5) 規約の改正に関すること。 

(6) その他会務運営上必要な事項。 

（総会の定足数） 

第１９条 総会の開催は、代議員の２分の１以上の出席を要する。ただし、やむを得ないときは、委

任状をもって出席にかえることができる。 

（総会の議決） 

第２０条 総会の議事は、出席代議員の過半数で決する。可否同数の時は議長の決するところによる。 

（総会の議事録） 

第２１条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

(1) 日時及び場所 

(2) 代議員総数及び出席代議員数 

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２人が署名押印をしなければな

らない。 

 

 



 

第７章 運営委員会 

（運営委員会の構成） 

第２２条 運営委員会は、第 6条第 1項に掲げる役員をもって構成する。 

 

（運営委員会の審議事項） 

第２３条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3) 総会、部会から提議された事項 

 (4) 構成員から提議された事項 

 (5) 細則に関する事項 

 (6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（運営委員会の開催） 

第 2４条 運営委員会は、会長が招集する。 

２ 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 会長が必要と認めたとき。 

 (2) 役員の２分の１以上から請求があったとき。 

３ 会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しなければな

らない。 

（運営委員会の議長） 

第２５条 運営委員会の議長は、会長が務める。 

（運営委員会の定足数） 

第２６条 運営委員会は、役員の 2分の 1以上の出席がなければ開催することができない。 

（運営委員会の議決） 

第２７条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の時は議長の決するところに

よる。 

（運営委員会の議事録） 

第２８条 運営委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

(1) 日時及び場所 

(2) 委員総数及び出席委員数 

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその運営委員会において選任された議事録署名人２人が署名押印をしなけ

ればならない。 

 

第８章 部会 

（部会の設置）  

第２９条 協議会に次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める活動を行う。 



  

（1） まちづくり応援部会   

構成団体が連携し、住民が共につながり安全に暮らすための地域づくりに関する活動 

（２） 福祉部会 

健康、福祉の増進、高齢者の見守り支援に関する活動 

（３） 教育・生涯学習部会 

    家庭、学校、地域が一体となった文化、教育力の向上に関する活動 

（４） 安全・安心部会 

防災、防犯及び交通安全等に関する活動 

 

２ 部会は、前項で定める活動のほか、次の事項を審議議決する。 

(1) 部会に付託された事項の決定及び実施に関すること 

(2) 部会の事務に関すること 

(3) その他総会及び運営委員会の議決を要しない業務の遂行に関すること 

３ 第１項の規定にかかわらず、２部会以上に関わる活動その他必要と認める事項を審議す

るため、運営委員会の承認を得て専門委員会を置くことができる。専門委員会の運営に関

する事項は、別に定める。 

（部会長及び副部会長等） 

第３０条 部会に部会長１名、副部会長 1名、書記 1名、会計 1名を置く。 

２ 部会長及び副部会長、書記、会計は、部会員の中から互選する。 

３ 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、前項の職務を代理する。 

５ 書記は、部会の会議録の作成及び部会の事務を行う。 

６ 会計は、部会の会計を担当する。 

７ 部会長及び副部会長の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

８ 欠員により選出された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

９ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は

その職務を行わなければならない。 

（部会の開催） 

第３１条 部会は、部会長が招集する。 

２ 部会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 部会長が必要と認めたとき。 

 (2) 部会員の２分の１以上の者から招集の請求があったとき。 

３ 部会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに部会を招集しなけれ

ばならない。 

 

第９章 会計 

（経費） 

第３２条 協議会の運営及び活動に要する経費は、会費、交付金及びその他の収入をもって充てる。 

（会費） 

第３３条 会費を徴収する場合は、総会の議決をもって、別に定める。 



 

（会計年度） 

第３４条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（会計監査） 

第３５条 監事は、協議会の会計年度が終了したとき又は会計事務が終了したときは、速やかに会計

監査を行うものとする。 

２ 前項に規定する会計監査の結果については、協議会の役員に報告するものとする。  

  

 第１０章 情報公開等 

（書類及び帳簿の備付け） 

第３６条 協議会は事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等活動に関する

全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を行うものとする。 

 

（個人情報保護の取扱い） 

第３７条 協議会が活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護と適正な利用に努め

るとともに、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めると

きに限り公開できるものとする。   

 

第１１章 雑則 

（その他） 

第３８条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経

て別に定める。 

（規約の改廃） 

第３９条 この規約の改廃については、総会において４分の３以上の同意を必要とする。 

 

 

   附 則 

  この規約は、平成 28年 2月 2日から施行する。 

 

  ・この規約は、平成２８年６月５日から施行する。 

 

    構成団体に大坪第 3自治連合会を追加した。 

 

  ・この規約は、平成２９年６月４日から施行する。 

     

構成団体から神田小学校 PTA・神田校区体育振興会・文洋校区青少年健全育成協議会を 

削除し、関西小後援会・下関保護区保護司会西支部を追加した。 

 

会計の補助金が交付金に名称変更した。 

 

・この規約は、平成 30年 6月 10日から施行する。 

    

   構成団体からグリーンモール商店街振興組合・西部地区保健推進協議会を削除する。 



 

  ・この規約は、令和元年５月１２日から施行する。 

 

   構成団体を２団体追加 関西地区自治連合会、旧神田小校区自治連合会 

   構成団体を２団体削除 長崎町自治連合会、桜山校区子供連合会 

 

  ・この規約は、令和 4年 5月 15日から施行する。 

 

   構成団体を 1団体追加  下関警察署防犯連絡所指導員協議会西部地区部会 

   構成団体を 1団体削除  関西校区子供会連合会 

 

  ・この規約は、令和 5年 5月 14日から施行する。 

    

   規約の一部変更に伴い改定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１（第２条関係） 

 

地
区
の
区
域 

町 名 一 覧 

豊前田町一丁目の一部、丸山町三丁目の一部、関西町、関西本町、長崎本

町、長崎新町、長崎中央町、笹山町、上条町、長崎町一丁目、桜山町、神

田町二丁目の一部、東神田町の一部、西神田町、山手町、大平町、筋川町、

西大坪町、南大坪町、筋ヶ浜町、上新地町一丁目、上新地町二丁目の一部、

上新地町三丁目、上新地町四丁目、上新地町五丁目、新地西町、新地町、

今浦町、伊崎町一丁目、伊崎町二丁目、長門町、竹崎町一丁目、竹崎町二

丁目、竹崎町三丁目、竹崎町四丁目、大和町一丁目、大和町二丁目、東大

和町一丁目、東大和町二丁目 

 

 

 

別表２（第１４条関係） 

西部地区まちづくり協議会を構成する団体等 

1 伊崎自治連合会 １５ 西部第 1民生児童委員協議会 

２ 長門今浦自治連合会 １６ 西部第 2民生児童委員協議会 

３ 竹崎自治連合会 １７ 老人クラブ連合会西部第一支部 

４ 大和町自治連合会 １８ 少年相談員 

５ 上新地自治連合会 １９ 桜山小後援会 

６ 新地自治連合会 ２０ 関西小教育後援会 

７ 大坪第 3自治連合会  ２１ 下関保護区保護司会西支部 

８ 八幡町八友会 ２２ 長崎町関西地区自治連合会 

９ コミュニティスクール運営協議会（文洋中） ２３ 旧神田小校区自治連合会 

１０ 文洋中学校 PTA ２４ 下関警察署防犯連絡所指導員協議会 

西部地区部会 

１１ 関西小学校 PTA ２５ 公 募 

１２ 桜山小学校 PTA   

１３ 文洋校区青少年補導員   

１４ 桜山地区体育振興会   

 

 


